
        ③「自立支援医療（精神通院）」 

 精神科の通院にかかる医療費が、保険の種類にかかわらず１割負担になる制度で

す。病院での診療のほか、薬局での薬代や訪問看護も対象になります。１か月の負

担上限額が設定される場合もあります。入院医療費は対象外です。 

 精神科の治療は数か月以上の通院が必要な場合もありますが、この制度を使うこ

とで医療費の負担を軽減できます。 

松浜病院 地域連携室だより  

 

外 来 診 療 の ご 案 内 

 

 診療科 精神科・心療内科・内科（入院は精神科のみです） 

 受付時間 午前 8：50～午前 11：30（初診の方は午前 11：00 まで） 

  土・日曜日、祝祭日は休診です。 

  ※現在、火・木曜日の内科外来を休止しています。 

 精神科・心療内科の診療は予約制です。 

 入院を希望される方は予約時にお知らせください。 

 かかりつけ医のある方はなるべく紹介状をお持ちください。  

【お問い合わせ先】０２５－２５９－３２４１（松浜病院医事課） 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

平平成成 2288 年年度度  地地域域医医療療連連携携実実績績  

昨年度は、多数の関係機関の皆様にご協力いただき感謝しております。当院

にご紹介頂いた件数および当院からご紹介させて頂いた件数は以下の通りです。

今後ともよろしくお願い申し上げます。 
 

 新患紹介件数：１１４件  逆紹介件数：２４８件 

内 

訳 

外来受診 ８０件  
内 

訳 

外来受診 ２０４件 

入院 ３４件  入院 ２３件 

    その他 ２１件 

平成 29 年 8 月 1 日発行  

（平成 29 年度  第 2 号） 

精神科 

  Keyword 



 

 

 

 

松浜病院では、復職と再休職予防のリハビリテーションプログラムを行

っています。利用できる方は、うつ病・適応障害等の診断を受けている方

で、概ね６ヶ月以内に復職を希望されている方です。退職していて、再就

職を考えている方も利用できます。  

精神科・心療内科クリニックに通院している方は、通院先はそのままで

利用できます。自立支援医療も現在の通院先と当院で併用が可能です。  

 

  利用実績（平成 26 年 7 月～平成 29 年 3 月） 

利用者数 24 名 （うち、他院通院は 9 名） 

終了者数 18 名 

 

内訳 

復職・再就職 13 名 

 退職 2 名 

 その他（進学・職業訓練等） 3 名 

 平均利用期間 6.5 か月 （中央値は 5 か月） 

 

  

 
 

  ホームページをリニューアルしました。 スマートフォンにも 

 対応しています。 

 

 

 

 
 

 

 

お盆期間も診療いたします。 

8 月 13 日（日） 休診 

 14 日（月） 通常診療 

 15 日（火） 通常診療 

 16 日（水） 通常診療 

医療法人青松会 松浜病院 地域連携室 

〒950-3121  

新潟市北区松浜町 3396 番地 

TEL 025-259-3241 (内線 510～513) 

 025-258-8017 (直通) 9:00～17:00 

FAX 025-258-8019  

松浜病院 


